
○身体障害者手帳の破損・紛失による再交付申請書 
 
身体障害者手帳の破損又は紛失による再交付を希望される方は、申請書のほかに証明写真

（２．５×３ｃｍ、ポラロイド不可）をご持参ください。 
※身体障害者手帳の新規申請、障害の程度が変わった又は別の障害が発生したことよる再

交付を希望される方は、市役所福祉課障害福祉係で申請書と所定の診断書を受け取ってく

ださい（代理の方でも結構です）。 
 


